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■ 2014年の経済成長率予測は2.7%か
ら3.0%に上方修正された。これはG7
の中で最も高い値で、ユーロ圏の低
成長率の一方で、製造業の確かな復
調である。

■ 期待された税収に及ばなかったが、
債務の利払いの減少と未就労者に
対する手当ての支払いの減少に伴い
単年度の財政赤字は減少している。

■ 財政予算と比較すると、財政赤字は
2014－15年予算で49億ポンド増加、
2015－16年予算で76億ポンド増加
する。

■ 本日の報道によると、2015－16年予
算で通算5億ポンドの減税。また、5
億ポンドの公的支出の増加、とりわ
け、3億ポンドのGPサービスの拡充
のための予算が追加されている。

■ 2015－16年の減税は、翌年以降の
予算を縮小することにより相殺され、
政府は中期財政目標に適合する道
を残した。

■ 法人税率：現行21%、2015年4月か
ら20%に減少

■ VAT：20%

■ 所得税：基本税率20％、40%、45%
（上限税率）

■ 譲渡益課税：所得税の基本税率が適
用される納税者18%、それ以外の納
税者28%

■ 所得税の基礎控除：2015年4月から
10,600ポンドに増加

■ 2015年4月から5年間20%の基本税
理が適用される基準額が上昇

■ 2015年4月から基礎税率が適用され
る納税者に対し、Marriage 
Transferable Tax Allowance（夫婦
間での基礎控除の調整制度）の移転
可能額は1,060ポンドを限度とする。

Key rates%
■ 居住用物件に対するSDLT（Stamp 

duty land tax）の累進課税への改正

■ 多国籍企業が軽課税国への利益の移
転をした場合の移転利益に対して、
25%の法人税を課する。制度の制定時
期は、BEPSの主要規定の導入の時期
を想定

■ 銀行は、50%の繰越欠損金の利用制限
が課される。

■ 試験研究の優遇制度につき、中小企業
向けに損金算入が230%に増加、大企
業向けに税額控除が11%に増加する。

■ ISAs (Individual saving accounts) の
免税のステータスはその保有者の死亡
に伴い、配偶者に移転される。また、死
亡に伴い移転される年金資産は課税さ
れない。

■ NIC (国民保険料)は、21歳未満者の徒
弟期間について廃止された。2016年か
らはその廃止の対象が25歳未満となる。

■ 航空機利用者に対する免税措置が12
歳未満の子供に適用。2016年からはそ
の対象が16歳未満に変更

■ 非居住者の送金課税の課税ベースが拡
大

■ 遅延利息、印紙税、会社設立を含む
様々な租税回避防止規定の追加

Taxation

■ 財務大臣によると、意図的に仕組ま
れた所得の移転に対して新税率を適
用することとし、これにより、所得移転
に伴うあらゆる租税回避行為を防止
することとしている。

■ ISAと年金の免税ステータスの変更
は、将来どのように節税をするかに
ついての根本的な議論を巻き起こす
であろう。ISA制度の税務上のメリット
は、死後に配偶者に引き継がれるの
で、年金と同様にISA制度は魅力的
なものになる。その結果として、我々
は年金スキームを通じた本当の意味
での節税策を得ることになる。

■ 財務大臣は、試験研究、創作活動の
拡大を支援する様々な改善策を通じ
て、中小企業のR&D活動に対し、成
長のための支援を行った。試験研究、
創作活動を行う会社に対する既存の
改善策や他の税制優遇はイギリスを
世界の研究開発第2位の地位に引き
上げたので、今日に至るまでその成
果は明白である。

KPMG comment“Economy

秋の予算編成方針（Autumn Statement)
2014年12月3日
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